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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
た
新
た
な
手
法
に
よ
り
与
信
審
査
を
行
う
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
の
認
定
制
度

の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
へ
の
過
剰
与
信
防
止
の
実
効
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
審
査
手
法
の
妥
当
性
・

透
明
性
・
公
正
性
等
に
つ
い
て
事
前
及
び
事
後
の
チ
ェ
ッ
ク
を
適
確
に
行
え
る
規
制
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
新

た
な
与
信
審
査
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
利
用
者
の
個
人
情
報
が
そ
の
利
用
目
的
と
の
関
係
で
適
正
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か

等
に
つ
い
て
も
、
適
切
に
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

利
用
者
へ
の
過
剰
与
信
防
止
・
多
重
債
務
防
止
の
観
点
か
ら
は
、
指
定
信
用
情
報
機
関
へ
の
情
報
集
約
が
重
要
な
機
能
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
運
用
・
シ
ス
テ
ム
に
係
る
利
便
性
の
改
善
や
コ
ス
ト
低
減
へ
の
取
組
等
を
更
に
進
め
る

こ
と
。 

 

三 

少
額
の
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
を
行
う
事
業
者
の
登
録
制
度
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段
の

多
様
化
や
成
年
年
齢
の
引
下
げ
も
踏
ま
え
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
特
に
若
年
層
を
中
心
と
し
た
消
費
者
教
育
や
、
消

費
生
活
相
談
員
の
拡
充
を
始
め
と
し
た
消
費
者
相
談
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
書
面
交
付
の
電
子
化
に
伴
い
、

事
業
者
に
対
し
、
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
効
果
的
な
プ
ッ
シ
ュ
型
の
情
報
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
促
す
と
と
も
に
、
利
用

者
に
対
し
て
も
、
契
約
内
容
、
利
用
情
報
、
催
告
通
知
を
確
認
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

近
年
、
割
賦
販
売
法
や
資
金
決
済
法
の
適
用
の
な
い
立
替
払
い
型
の
後
払
い
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
国
民
生
活
セ
ン
タ

ー
へ
の
相
談
件
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
向
け
た
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
・
対

応
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
別
方
式
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
係
る
二
か
月
内
払
い
の
取
引
に
つ
い

て
加
盟
店
と
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 



 
 

 
 

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
を
利
用
し
た
二
か
月
内
払
い
の
取
引
に
係
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
増
加
に
対
し
、
事
業

者
に
よ
る
自
主
的
取
組
の
実
態
把
握
を
確
実
に
行
い
、
カ
ー
ド
発
行
会
社
か
ら
加
盟
店
契
約
会
社
等
へ
の
苦
情
伝
達
の
連
携

や
苦
情
に
対
す
る
対
処
の
在
り
方
な
ど
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

五 

海
外
の
加
盟
店
契
約
会
社
等
を
経
由
す
る
不
適
正
な
取
引
の
排
除
等
に
向
け
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約

締
結
事
業
者
の
登
録
義
務
の
履
行
状
況
を
適
切
に
把
握
し
、
違
反
事
業
者
の
速
や
か
な
是
正
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

 

六 

決
済
関
連
法
制
の
横
断
化
に
向
け
て
は
、
Ａ
Ｉ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
っ
た
近
時
の
技
術
革
新
の

進
展
及
び
国
際
的
な
動
向
等
を
踏
ま
え
、
利
用
者
・
事
業
者
双
方
に
と
っ
て
シ
ー
ム
レ
ス
で
利
便
性
の
高
い
制
度
と
な
る
よ

う
、
関
係
省
庁
間
で
緊
密
に
連
携
し
、
そ
の
具
体
的
な
検
討
を
更
に
進
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
は
、

規
制
の
す
き
間
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
制
度
設
計
に
特
に
留
意
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


